
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  特定一般社団法人等に対する相続税の見直し         

Ｑ：一般社団法人を使った相続税対策が封

じ込まれたと聞きましたが、どのようになっ

たのですか？                                       

                                              

Ａ：次のようになりました。 

【解説】  

一般社団法人は、持ち分がないことから、

個人財産を一般社団法人に移転した後に子を

理事にして支配していけば、相続税から逃れ

られるとして、こうした対策が行われてきま

した。そこで今年度の税制改正では、これが

見直され、次のように取り扱われることとな

り、こうした対策が封じ込まれることになり

ました。 

次の要件のいずれかを満たす一般社団法人

を特定一般社団法人として、特定一般社団法

人の理事(同法人等の理事でなくなった日か

ら５年を経過していない者を含む)が死亡し

たときは、一定の金額を被相続人から遺贈に

より取得したものとみなして相続税が課せら

れます。 

 ①相続開始直前 

  被相続人に係る同族理事の数            

理事の総数      ＞ 50% 

 ②相続開始前５年以内 

  ①の割合となる期間の合計が３年以上 

  同族理事とは、一般社団法人の理事のうち、

被相続人、その配偶者、３親等内の親族その

他の被相続人と特殊関係のある者をいいます。 
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